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第 1 経験則違反 

 

 原判決には、生徒の立場から見た国歌斉唱について経験則違反があり、法令の

解釈上の重要問題がある。以下詳述する。 

 

１ 原判決の判示 

 原判決は、生徒の立場から見た国歌斉唱について、以下のように判示する。 

 

「また、控訴人は、控訴人の思想及び良心は、①「君が代」の起立斉唱をしな

いというものだけではなく、②教員が起立斉唱に関する職務命令に従うことを

通じて、児童・生徒に対して君が代起立斉唱を強いる調教教育の一端を担うこ

とを拒否するというもの、③人権の侵害を受けている児童・生徒を教育者とし

て放置することはできないというものであるから、本件各職務命令はこれらの

思想及び良心の核心部分を直接的に制限するものであるなどと主張する。 

 しかしながら、公立学校における卒業式等の式典における国歌斉唱時の起立

斉唱行為が、一般的、客観的に見て、これらの式典における慣例上の儀礼的な

所作としての性質を有するものであり、かつ、そのような所作として外部から

も認識されるものであり、このことは、教員だけではなく、式典に参加する生

徒の立場に立っても同様に評価することができるから、上記の起立斉唱行為が

生徒に対し特定の思想等を押しつける調教教育と評価されるものでもない。」 

 

２ 原判決の上記判示が経験則に違反するものであること 

 しかし、式典に参加する生徒の立場に立っても、一般的、客観的に見て、慣

例的儀礼的所作として認識されるという原判決の認定は、経験則に違反するも

のである。具体例を示す。 

（１）大阪府立東豊中高校国歌斉唱時発言事件判決（甲４５） 
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 同判決は、２００２年に挙行された大阪府立東豊中高校の卒業式が問題

となっているが、下記のような事実認定がなされている。 

 

「Ｈ校長が君が代斉唱を完全に式次第化する意向を早い時期に示したの

で、本件準備活動に関与した卒業生及び３年担任団等は、これに反対する

姿勢を取り、職員会議においてはその旨の決議をしたり、卒業生全員の間

では反対意見が多数であることを確認する等して、Ｈ校長に抵抗した。」 

「卒業生中には、君が代斉唱の間は卒業式場から退場する意思をあらかじ

め固めていた者が少なからずいて、司会者の「国歌斉唱」を始める旨の発

言を聞いて、・・・・すでに退場し始めていた。そして、そのような退場

者が出ることは、東豊中高校の当局も予測していた。」 

 

 すなわち、２００２年当時（本件卒業式のわずか１２年前）の大阪府立

高校の卒業生において、卒業式における国歌斉唱に反対する（すなわち、

慣例上の儀礼的な所作とは見ていない）者が多数派であったということが

認定されている。 

（２）大阪弁護士会の人権救済申立てに対する勧告書 

 上記の東豊中高校の例のように多数派でなかったとしても、式典に参加

する生徒の中に、慣例的儀礼的所作とは見ていない者が存在することはむ

しろ自然である。 

 大阪弁護士会は、２０１６年３月１８日、大阪府立芦間高等学校におけ

る２０１４年３月挙行の卒業式に関して、「今後、学校における「君が

代」の斉唱の実施及びその指導にあたり、教育現場の管理者、教職員、生

徒、保護者らの思想良心の自由を尊重し、「君が代」の起立斉唱を教職員

及び生徒に強制してその思想良心の自由を侵害することのないよう」勧告

する勧告書を発出している（資料１）。 
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 同勧告書は、以下のように述べる。 

 

「国旗及び国歌に関する法律が制定された現在においても、国民の間には

「日の丸」「君が代」に関し、多様な意見が存在しており、その歴史的経

緯に照らし、「君が代」斉唱に抵抗を感じる者も少なくない。このこと

は、「君が代」斉唱時に起立斉唱しないことが、決して独善的で特異なも

のではなく、それが一般に共有可能な歴史観や真摯な動機に基づくもので

あること、すなわち、思想良心の自由として憲法上の保護を受けるもので

あることを示している。」 

「国歌の起立斉唱を求めることは、教職員だけではなく、生徒との関係に

おいても、国旗国歌への敬意の表明の要素を含む外部的行動を求めるもの

であって、思想良心の自由を間接的に制約する。 

 そして、生徒が教師の指導を受け入れなければ、マイナス評価につなが

る可能性があることをはじめとする教師と生徒との関係性や生徒が自らの

思想信条に従って起立斉唱をしなかった場合にいじめ等を受けるのではな

いかといった不安感を持つこと等があり得ることを考えると、学校におい

て相当の配慮をしなければ、このような指導は、実質的には起立斉唱の強

制につながるものと評価せざるを得ない。さらに、生徒が可塑性に富んで

いるため外部からの影響を受けやすいことも配慮を要するところであり、

指導の内容如何によっては保護者の思想良心の自由にも影響を与えること

にもなる。 

 さらに、生徒の中には外国籍あるいは保護者が外国籍の場合もある。前

述のとおり、「君が代」に対しては、その歴史的経緯に照らし、抵抗を感

じる者も少なくないという社会実態があることからしても、特定の思想を

連想させる「君が代」の起立斉唱が実質的に強制となることのないよう配

慮しなければならない。」 
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 すなわち、「「君が代」に対しては、その歴史的経緯に照らし、抵抗を

感じる者も少なくないという社会実態がある」のだから、式典に参加する

生徒の立場に立っても、一般的、客観的に見て、慣例的儀礼的所作として

認識されるということは到底言い得ないということである。 

 同勧告書は、以上のように述べた上で、 

 

「ところが、本件においては、事前の職員会議で、起立斉唱が義務ではな

いことを説明してもらいたい旨の要望が教員からなされていたにも関わら

ず、このような説明をすることもなく、校長は、平成２５年度卒業式の前

日に、「教頭が国歌斉唱と言ったら起立したままで国歌を斉唱する」とい

うことのみを説明し、指導を行っている。また、「儀式の場面ではどの国

の国旗・国歌にも敬意を表することが国際社会のマナーである」と説明

し、国際社会において互いの国旗・国家に敬意を表するというマナーを、

あたかも「君が代」斉唱時に積極的に起立斉唱すべきであることを意味す

るように説明した。校長において、起立斉唱が実質的に強制にあたらない

ような配慮がされているとは言えない。 」 

 

として、校長において、起立斉唱が実質的に強制にあたらないような配慮

が必要であるとしている。 

 資料として、上記勧告書の発出に当たり大阪弁護士会に人権救済を申し

立てた２０１３年度卒業生の思いについて書かれた新聞記事を添付する

（資料２）。 

（３）ある中学１年生の例 

 今年（２０２３年）に京都市内の中学校に入学したある生徒は、今春に

行われた小学校の卒業式、中学校の入学式に際して国歌斉唱を拒否した

が、その生徒は申立人に対して以下のような意見を寄せている。 
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「まず、日の丸・君が代について私は学校で何も習っていません。ただ、

小学校の卒業式の前に音楽室で君が代を練習する時間があり、その時に教

科書に少しだけ書かれている君が代の歌の意味を紹介されました。 

 その説明に天皇の話は一切ありませんでした。 

 第二次世界大戦時における『日の丸・君が代』の歴史的背景について何

ひとつ教えられないことは、意味を知らないことと同じであると私は考え

ます。 

 それをもって「歌うことは普通である。」というのは絶対におかしいで

す。 

 きちんと歴史的背景も教育してから生徒に歌うこと・ 歌わないことを

選択させるのではなく、教えずに「歌うことが普通である。」というのは

間違いです。 

 第二次世界大戦のときに、大日本帝国軍は植民地国の人たちも日本兵と

して徴兵し、かれらにも『日の丸・君が代』を強要しました。それは、か

れらにとってはとても屈辱的なことだったと思います。 

 また、私はこれまで第二次世界大戦の時の日本の映画や本をいくつも見

ましたが、みんな死ぬ時に「天皇陛下万歳」と言って死んでいくのが、も

のすごく怖かったです。 

 教科書でもその時の最高責任者は昭和天皇だと書いてあるのに、昭和天

皇は戦争責任をとらず、日の丸・君が代はそのまま残りました。 

 私はそんな国旗や国歌を見聞きするのが気持ち悪いししんどいです。 

 少なくとも、私の思想信条の自由は侵されているし、私の周りには同じ

ように考える大人もたくさんいます。 

 そんな人たちを「いない者」のように扱い、同調圧力を強いてくるのが

最高裁判所の裁判官なのだと知り、絶望的な気持ちです。」 
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 上記生徒の思いについて書かれた新聞記事を添付する（資料３）。 

３ 小括 

 以上示してきたように、国旗国歌についての社会の認識は、原判決が（御庁

判決の言い回しを無批判に使い回した上で）認定した「一般的、客観的に見

て、・・・・式典における慣例上の儀礼的な所作」と見られる、というような

単純なものではあり得ない。そうであれば、教員である申立人の立場からすれ

ば、教員が起立斉唱に関する職務命令に従うことは、児童・生徒に対して君が

代起立斉唱を強いる調教教育の一端を担うことにつながり得るのであり、原判

決のこの点についての認定は経験則に違反している。 

 また、上記のように、本件卒業式で具体的に表に出ているわけではないが、

生徒の中には外国籍あるいは保護者が外国籍の場合もある。前述のとおり、

「君が代」に対しては、その歴史的経緯に照らし、抵抗を感じる者は必ず存在

する。そういう生徒は、人権の侵害を受けているのであり、生徒を教育者とし

て放置することはできないという申立人の主張は正当である。 

 すなわち、第一審において申立人が主張したとおり、子どもの権利条約が児

童権利宣言の「児童の最善の利益について」の「最善の考慮」を踏まえつつ、

子どもの意見表明権をも肯定していることを踏まえ、①卒業式の実施にあたっ

ても、子どもの権利条約が規定する「子どもの最善の利益」が考慮されなけれ

ばならないところ、本件卒業式が「子どもの最善の利益」が考慮されたものだ

ったかどうかが問題となること、②申立人は、「君が代」斉唱を卒業式に位置

付けるなら、子どもたちが小学校で「君が代」の歌詞の意味も歴史も教えられ

ていない現実を踏まえ、それらの情報を伝え、どう考えるかは生徒自身の判断

に任せることが必要であり、「君が代」を歌えないという人間がいることを知

ることもその内容に含まれると考え、主張・行動したものである。このこと

は、子どもの「最善の利益」を考慮したものである。国歌だから無条件に尊重
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しろ、というのではなく、あくまでも判断の主体は子どもである。また、教育

課程の編成権は学校にある。③本件では、大阪市条例、教育長通知で児童生徒

に対して、卒・入学式において「君が代」に際して起立斉唱するよう教職員に

指導させているが、その内容は、本来、子どもの思想を尊重し、その思想の基

づく宗教または信念を表明する権利については制約できないにもかかわらず、

あくまでも一律に国歌斉唱の指導を行うというものであり、子どもの権利条約

１２条、１４条に違反している。④本件では、条例、教育長通知は、国歌斉唱

についての具体的な指導については何ら指示せず、機械的に国歌斉唱を行うよ

う児童生徒に指導する内容になっているところ、このことは、児童生徒が「君

が代」起立斉唱についての「あらゆる種類の情報及び考え」を要求・受領する

権利を侵害しており、子どもの権利条約１３条に違反している。⑤本件では、

大阪市条例、教育長通知による児童生徒に対する国歌斉唱の指導が、愛国心教

育のためのものとして位置づけられており、それによる卒業式・入学式におけ

る「規律」の確保が、憲法を始め国内法や、国際法としての子どもの権利条約

に合致した形では行われていないのであり、子どもの権利条約２８条に違反し

ているとともに、教育の方向性としての国際平和や差別の撤廃という観点を欠

落させているものであり、子どもの権利条約２９条に違反している。 

 以上より、原判決には、生徒の立場から見た国歌斉唱について経験則違反が

あり、法令の解釈上の重要問題があるのだから、上告を受理されたい。 

 

第２ 国際法違反について 

 

 原判決には、国内法としての自力執行力を有する条約である自由権規約や、子

どもの権利条約についての解釈上の重要問題がある。以下詳述する。 

１ 原判決の判示内容 

9



 

 原判決は、申立人の自由権規約違反についての主張に対して、以下のように

判示する。 

 

「控訴人は、自由権規約委員会の第７回総括所見を引用して、自由権規約１８

条違反を主張する。 

 自由権規約１８条１項は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を規定

するところ、同項に定めるこれらの自由の性質に照らし、これに対する制約の

有無についても、直接的な制約か、間接的な制約かという制約の態様に即して

判断し、間接的な制約となる面がある場合に、その許容性を、本件各職務命令

の目的及び内容並びに制約の態様等を総合的に衡量して、その制約を許容しう

る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相

当である。このような観点から検討すると、本件各職務命令が思想、良心及び

宗教の自由を侵害するものとはいえないから、自由権規約１８条に違反するも

のではないことは、先に補正して引用した原判決「事実及び理由」欄の第３の

７（１）イで説示したとおりである。控訴人が引用する自由権規約委員会の総

括所見によっても、この結論は左右されない。」 

 

 この判示は、自由権規約と憲法の規定を同一視した上で、自由権規約の解釈

に当たっても、最高裁判所が本件のようないわゆる「日の丸君が代」訴訟で用

いている、「間接的制約」論に依拠して結論づけている。 

2 自由権規約と憲法の規定を同一視することの誤り 

 しかし、自由権規約と憲法の解釈を同一視できるのか。すなわち、日本の最

高裁判例が憲法２１条に関して認めている「間接的制約」論を、自由権規約の

解釈において適用できるのか。 

 この点、自由権規約委員会第７回総括所見パラ３９が「締約国は、思想及び

良心の自由の効果的な行使を保障し、規約第１８条の下で許される狭義の制限
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を超えてこれを制限し得るいかなる行動も慎むべきである。締約国は、自国の

法律および慣行を規約第１８条に適合させるべきである。」としたことが国内

法の解釈においてどのように位置づけられるのかとの関係で問題となる。 

 まず、自由権規約委員会の所見や勧告の法的位置づけについて検討するに、

原判決は、自由権規約委員会第７回総括所見についてどのような理解を示して

いるのかは判然としないが、少なくとも、全く参酌すべきものではない、とい

う解釈を取っていないことは明らかである（「控訴人が引用する自由権規約委

員会の総括所見によっても、この結論は左右されない」としているのだから、

検討した上で申立人（原審控訴人）の主張を退けたものと言うべきであろ

う）。そして、自由権規約との関係では、条約法に関するウィーン条約の３１

条３項（ｂ）の「事後の慣行」、または、同条約３２条の「解釈の補足的手

段」に準じて位置づけるべきである（大阪地方裁判所判決２００４（Ｈ１

６）．３．９訟月５２巻１０号３０９８頁参照）。 

 御庁も、非嫡出子の相続分に関する民法９００条４号ただし書きの規定に関

する 2013（Ｈ２５）年９月４日決定（民集６７巻６号１３２０頁）におい

て、以下のように判示し、自由権規約委員会の所見や勧告を参酌している。 

 

「ウ 我が国は、昭和５４年に「市民的及び政治的権利に関する国際規約」

（昭和５４年条約第７号）を、平成６年に「児童の権利に関する条約」（平成

６年条約第２号）をそれぞれ批准した。これらの条約には、児童が出生によっ

ていかなる差別も受けない旨の規定が設けられている。また、国際連合の関連

組織として、前者の条約に基づき自由権規約委員会が、後者の条約に基づき児

童の権利委員会が設置されており、これらの委員会は、上記各条約の履行状況

等につき、締約国に対し、意見の表明、勧告等をすることができるものとされ

ている。 
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 我が国の嫡出でない子に関する上記各条約の履行状況等については、平成５

年に自由権規約委員会が、包括的に嫡出でない子に関する差別的規定の削除を

勧告し、その後、上記各委員会が、具体的に本件規定を含む国籍、戸籍及び相

続における差別的規定を問題にして、懸念の表明、法改正の勧告等を繰り返し

てきた。最近でも、平成２２年に、児童の権利委員会が、本件規定の存在を懸

念する旨の見解を改めて示している。 

エ 前記イ及びウのような世界的な状況の推移の中で、我が国における嫡出子

と嫡出でない子の区別に関わる法制等も変化してきた。・・・・」 

 

 自由権規約１８条３項は、以下のように規定している。 

 

「宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の

安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由

を保護するために必要なもののみを課することができる。」 

 

 そして、自由権規約１８条３項との関係で、市国旗国歌条例に基づく本件職

務命令が「法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若し

くは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもの」な

のか、が問題となる。 

 この点、原判決は、本件職務命令が「上記の起立斉唱行為は、一般的、客観

的に見ても、国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるといえ、自らの

歴史観や世界観等との関係で否定的な評価の対象となる君が代に対して敬意を

表明することには応じ難いと考える者が、これらに対する敬意の表明の要素を

含む行為を求められることは、その行為が個人の歴史観や世界観に反する特定

の思想の表明に係る行為そのものではないとはいえ、個人の歴史観や世界観に

由来する行動（敬意の表明の拒否）と異なる外部的行為（敬意の表明の要素を
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含む行為）を求められることとなり、その限りにおいて、その者の思想及び良

心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い。」とし

て、申立人の思想及び良心の自由について（間接的ではあるが）「制約」にな

ることは認めている。 

 その上で、「卒業式という式典における慣例上の儀礼的な所作として国歌斉

唱時の起立斉唱を求めることを内容とするものであり、学校教育の目標や卒業

式等の儀式的行事の意義、在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿っ

て、かつ、地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性を踏まえた上で、生

徒等への配慮を含め、教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに、当該式

典の円滑な進行を図る」としてその「制約」を正当化する。 

 そうすると、少なくとも、「公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道

徳又は他の者の基本的な権利及び自由」とは関連がなく、自由権規約１８条３

項に基づいて制約が肯定される局面ではない。 

 そして、自由権規約委員会第７回総括所見パラ３９が、「規約第１８条の下

で許される狭義の制限を超えてこれを制限し得るいかなる行動も慎むべきであ

る。」としており、自由権規約１８条の権利制約について「間接的制約」論を

排除している。このことを、条約法に関するウィーン条約の３１条３項（ｂ）

の「事後の慣行」、または、同条約３２条の「解釈の補足的手段」に準じて考

えると、原判決が、自由権規約と憲法の規定を同一視して、自由権規約の解釈

に当たっても「間接的制約」論に依拠して自由権規約１８条に関する認定を行

ったことは誤りであり、原判決には、国内法としての自力執行力を有する条約

である自由権規約の解釈上の重要問題がある。 

３ 子どもの権利条約違反 

（１）前記第 1・３で述べたように、本件では、条例、教育長通知は、国歌斉

唱についての具体的な指導については何ら指示せず、機械的に国歌斉唱を

行うよう児童生徒に指導する内容になっているところ、このことは、児童
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生徒が「君が代」起立斉唱についての「あらゆる種類の情報及び考え」を

要求・受領する権利を侵害しており、子どもの権利条約１３条に違反して

いる。 

（２）また、本件では、大阪市条例、教育長通知による児童生徒に対する国歌

斉唱の指導が、愛国心教育のためのものとして位置づけられており、それ

による卒業式・入学式における「規律」の確保が、憲法を始め国内法や、

国際法としての子どもの権利条約に合致した形では行われていないのであ

り、子どもの権利条約２８条に違反しているとともに、教育の方向性とし

ての国際平和や差別の撤廃という観点を欠落させているものであり、子ど

もの権利条約２９条に違反している。 

４ 小括 

  以上より、原判決には、国内法としての自力執行力を有する条約である自由

権規約や、子どもの権利条約についての解釈上の重要問題があるので、御庁に

おかれては上告を受理されたい。 

          

以上 
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２０１６年（平成２８年）３月１８日 

大阪府教育委員会  御 中 

大阪府立芦間高等学校学校長 殿 

勧 告 書 

大阪弁護士会 

会 長 松 葉 知 幸 

今般、大阪府立芦間高等学校教員Ａ氏外４名（教職員、保護者及び卒業生）

から、本会に対し、人権救済の申立てがあり、本会人権擁護委員会において調

査いたしました結果、人権侵害行為があったものと認めましたので、以下のと

おり、勧告します。 

第１ 勧告の趣旨 

１ 大阪府教育委員会及び大阪府立芦間高等学校学校長に対し、今後、学校

における「君が代」の斉唱の実施及びその指導にあたり、教育現場の管理

者、教職員、生徒、保護者らの思想良心の自由を尊重し、「君が代」の起

立斉唱を教職員及び生徒に強制してその思想良心の自由を侵害することの

ないよう勧告する。 

２ 大阪府教育委員会及び大阪府立芦間高等学校学校長に対し、今後、教職

員が勤務時間外かつ学校外において行うビラの配布につき、当該ビラの内

容が国、大阪府及び大阪府教育委員会の考えと異なる内容になっているこ

とを理由に制限することのないよう勧告する。 

第２ 理由 

１ 認定した事実 

（１）２０１１年（平成２３年）６月１３日、府立学校の行事において行わ

れる国歌の斉唱の際に、教職員が起立により斉唱を行うこと等を定めた

「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関す

る条例」（以下「大阪府国旗国歌条例」という。）が施行された。 

また、２０１２年（平成２４年）１月１７日に、府立学校教職員に対

し「入学式及び卒業式等国旗を掲揚し、国歌斉唱が行われる学校行事に

おいて、式場内のすべての教職員は、国歌斉唱に当たっては、起立して

資料１
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斉唱する」こと等を定めた教育長通達が発出され、府立学校校長・准校

長に対しては、教職員に対する当該通達の趣旨を徹底するよう「職務命

令を行うこと」を求める旨の教育長通達（教委高第３８６９号、以下「教

育長通達」という。）が発出された。 

 （２）２０１３年（平成２５年）４月８日、芦間高校入学式の開始前、同校

校門前において、同校の教員である申立人Ａ氏及び申立人Ｂ氏を含む数

名が、国歌の起立斉唱を強制されることの不当性を訴える旨のビラまき

を行った。当日、申立人Ａ氏と申立人Ｂ氏とは、有給休暇を取得してい

た。 

これに対して、同校の校長は、同年４月１７日及び４月２５日に、申

立人Ａ氏及び申立人Ｂ氏に対して、国や大阪府、大阪府教育委員会（以

下「府教委」という。）の方針と異なる内容のビラをまくことを控える

よう口頭で指導した。 

（３）府教委は、２０１４年（平成２６年）１月１４日付で、府立学校の校

長・准校長に対し、教育振興室長名で、卒業式・入学式における国旗掲

揚や国歌斉唱に関して教育長通達を踏まえて教職員を指導することや、

起立斉唱の実施状況等を府教委に対して報告することを通知した（教委

高第３３６６号）。 

（４）同年１月２３日の芦間高校職員会議において、校長は、平成２５年度

卒業式の進行予定に関する書面を配布した。当該書面には、式中の式場

の出入りを禁止すること、予行時に校長が生徒に国歌斉唱の指導を行う

こと、不適切なビラやチラシの配布等を認めないことが記載されていた。

これらの記載について申立人Ａ氏らと校長との間で質疑応答がなされた。 

また、当該職員会議において、教員から校長に対し「生徒はニュアン

スが理解できないので、起立斉唱は、強制するものではないと明確に述

べてほしい」旨発言をしたが、校長は、ご意見としてうかがっておくと

したが、かかる説明を生徒に対し行わなかった。 

（５）同年１月２８日、申立人Ａ氏は、有給休暇を取得した上で、支援者と

共に芦間高校正門前及び裏門前で、国旗掲揚・国歌斉唱を強制されるこ

との不当性を訴えるビラをまいた。 

（６）同年２月３日、校長は、申立人Ａ氏を校長室に呼び出し、ビラの内容

が、国、大阪府、府教委及び校長の考えと異なる内容になっており、不

適切であるから、そのような内容のビラの配布を控えるよう指導した。 

以上のビラ配布に対する指導は、校長が府教委と相談の上で行ったも

のであった。 
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（７）同年２月３日以降、校長は、複数回にわたって、申立人Ａ氏、同Ｂ氏、

同Ｃ氏ら教職員に対して、卒業式における国歌斉唱時の起立斉唱を指導

するにあたって、当日式場内業務を希望するのであれば起立斉唱するよ

う指導し、事前に起立斉唱する意思の確認を行った。 

この指導や意思確認行為についても、校長は、事前に府教委に相談の

上で行っていた。 

同年２月６日に開催された職員会議において、校長は、「式場内の教

職員は、国歌斉唱の際に起立して斉唱してください。これは私からの職

務命令です。職務命令に従わない場合は、服務上の責任が問われること

となります。また、『教育行政基本条例』『大阪府立学校条例』『職員

基本条例』が平成２４年４月１日より施行されています。『職員基本条

例』には、同一の職務命令違反を３回繰り返した場合の標準的な処分は

免職との規定があります。ご承知おきください。」と発言した。 

（８）同年３月５日、校長は、申立人Ａ氏に対し、「国歌斉唱に当たっては、

式場内に参列し、国旗に向かって起立して斉唱すること」を命ずる職務

命令を出した。 

同日、卒業式予行演習において、校長は、卒業生らに対し、卒業式に

は国旗を掲揚し、国歌斉唱を行うように指導することが学習指導要領で

決められていると説明し、当日の具体的な流れとして「教頭先生が『国

歌斉唱』と言いますので、音楽が流れたら、起立したままで国歌を斉唱

します。分かりましたか？」と呼びかけた。また、儀式の場面では、「ど

の国の国旗・国歌にも敬意を表することが国際社会のマナーである」と

説明した。 

（９）２０１４年（平成２６年）３月６日に行われた卒業式において、式場

内にいた申立人Ａ氏は国家斉唱時に起立せず、申立人Ｃ氏は起立した。 

（１０）同年３月２７日、府教委は、職務命令違反となる不起立行為を理由

に、申立人Ａ氏を戒告処分と決定した。 

 

 ２ 本会の判断 

 （１）申立人Ａ氏に対する国歌起立斉唱の職務命令及び戒告処分の人権侵害

該当性について 

① 申立人Ａ氏は、職務命令違反となる不起立行為を理由に、戒告処分

を受けた。 

しかしながら、当該職務命令の前提となる大阪府国旗国歌条例につ

いては、そもそも違憲・違法の疑いがあり、とりわけ、個々の事情と
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結びつけて検討することなく、形式的に懲戒処分をもって対応するこ

とは、思想信条の自由を侵害し、許されない。 

本会は、同条例の制定過程から、思想良心の自由を侵害する違憲の

疑いがある旨意見を表明してきたところである。 

憲法第１９条や市民的及び政治的権利に関する国際規約第１８条に

定める思想良心の自由は、内面的精神活動の中で最も中核を占める重

要な権利であるところ、国旗及び国歌に関する法律が制定された現在

においても、国民の間には「日の丸」「君が代」に関し、多様な意見

が存在しており、その歴史的経緯に照らし、「君が代」斉唱に抵抗を

感じる者も少なくない。このことは、「君が代」斉唱時に起立斉唱し

ないことが、決して独善的で特異なものではなく、それが一般に共有

可能な歴史観や真摯な動機に基づくものであること、すなわち、思想

良心の自由として憲法上の保護を受けるものであることを示してい

る。そして、職務命令や条例によって教職員に「君が代」斉唱時の起

立斉唱を義務付け、さらに当該義務違反に対して懲戒処分をもって臨

むことは、教職員の思想及び良心の自由を侵害するものである。 

さらに地方公共団体の制定する条例によって起立斉唱を強制すると

いう手法自体、条例制定権を「法律の範囲内」に限定する憲法第９４

条に抵触するおそれがある。 

また、同条例は、教育に関する「不当な支配」の排除を求めた教育

基本法第１６条第１項に抵触するおそれが強く、教育の政治的中立と

教育行政の安定を確保するという教育委員会制度の趣旨を損なうお

それがある。教職員の一挙手一投足にかかわることを、現場の個別的

判断ではなく、条例で一律に強制することは、学校職場に無用の混乱

を引き起こすことになりかねない。 

② 以上のとおり、大阪府国旗国歌条例は、本来、外部から不可侵であ

るべき人格形成にとり必須の精神的自由の支柱を成す思想良心の自

由との関係で問題がある上、前述のとおり、この条例に基づいて国歌

起立斉唱の教育長通達が出され、当該通達には「この趣旨を徹底する

よう職務命令を行うこと」とされており、さらに指導方法、内容につ

いても通達（平成２６年１月１４日付教育振興室長通達（教委高第３

３６６号））が出された上で、職務命令違反に対しては戒告処分がな

されているという実態がある。 

かかる対応は、教職員に対し、一律に、行事における起立斉唱行為

が義務づけられ、それが個々の事情について十分に考慮されることな

18



5 

 

く懲戒処分に結びついているものであり、教職員個々人が有する思想

良心の自由を侵害するものであって許されない。 

以上のとおりであるから、本件において、２０１４年（平成２６年）

２月６日に校長より申立人Ａ氏に対して発せられた職務命令及び同年３

月７日に府教委により行われた上記職務命令違反を理由とする戒告処分

は、同人の思想良心の自由を侵害するものである。 

（２）校長による生徒に対する国歌斉唱指導について 

国歌の起立斉唱を求めることは、教職員だけではなく、生徒との関係

においても、国旗国歌への敬意の表明の要素を含む外部的行動を求める

ものであって、思想良心の自由を間接的に制約する。 

そして、生徒が教師の指導を受け入れなければ、マイナス評価につな

がる可能性があることをはじめとする教師と生徒との関係性や生徒が自

らの思想信条に従って起立斉唱をしなかった場合にいじめ等を受けるの

ではないかといった不安感を持つこと等があり得ることを考えると、学

校において相当の配慮をしなければ、このような指導は、実質的には起

立斉唱の強制につながるものと評価せざるを得ない。さらに、生徒が可

塑性に富んでいるため外部からの影響を受けやすいことも配慮を要する

ところであり、指導の内容如何によっては保護者の思想良心の自由にも

影響を与えることにもなる。 

さらに、生徒の中には外国籍あるいは保護者が外国籍の場合もある。

前述のとおり、「君が代」に対しては、その歴史的経緯に照らし、抵抗を

感じる者も少なくないという社会実態があることからしても、特定の思

想を連想させる「君が代」の起立斉唱が実質的に強制となることのない

よう配慮しなければならない。 

ところが、本件においては、事前の職員会議で、起立斉唱が義務では

ないことを説明してもらいたい旨の要望が教員からなされていたにも関

わらず、このような説明をすることもなく、校長は、平成２５年度卒業

式の前日に、「教頭が国歌斉唱と言ったら起立したままで国歌を斉唱する」

ということのみを説明し、指導を行っている。また、「儀式の場面ではど

の国の国旗・国歌にも敬意を表することが国際社会のマナーである」と

説明し、国際社会において互いの国旗・国家に敬意を表するというマナ

ーを、あたかも「君が代」斉唱時に積極的に起立斉唱すべきであること

を意味するように説明した。校長において、起立斉唱が実質的に強制に

あたらないような配慮がされているとは言えない。 

（３）申立人Ａ氏及び同Ｂ氏に対するビラまきの制限行為の人権侵害該当性に

ついて 
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ビラまき行為は、簡易かつ実効性のある表現活動であり、表現の自由

の行使の一内容として保障されるものである。それゆえ、表現の主体が

教職員という属性であっても、当該表現行為が生徒の教育や福祉に重大

な影響を与えるといった特段の事情がない限り制限すべきでない。この

点は、表現主体の属性として学校名や教職員名が明記されたビラであっ

ても変わらない。 

本件で校長からの指導対象となった、申立人Ａ氏や同Ｂ氏によるビラ

まき行為は、有給休暇取得日という職務時間外に、かつ、学校の敷地外

で実施されたものであり、しかも、その内容は、同人らの思想信条の自

由に関わることを問題とするものであった。これに対し、校長は、ビラ

の内容が大阪府教育委員会の考えと異なる内容になっていることを理由

に制限を加えている。 

当該ビラまき行為の対応やその内容に照らし、校長が申立人Ａ氏及び

同Ｂ氏に対してビラまき行為について控えるよう指導した行為は、同人

らの表現の自由を侵害するものである。 

また、府教委は、校長から事前に当該ビラまき行為に関する相談を受

けながら、校長の抑制行為を容認したのであるから、校長と同様、申立

人Ａ氏及び同Ｂ氏の表現の自由を侵害したものと評価できる。 

（４）結語 

以上により、府教委及び校長に対し、それぞれ勧告の趣旨記載のとお

り、勧告を行うものである。 

 

以 上 
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資料３
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